
  

高知県経営者協会 会費規定および入会金規定 

 

昭和 43 年 6 月 27 日制定（43.7.1 施行）昭和 52 年 5 月 19 日改正（52.4.1 施行） 

昭和 46 年 11 月 27 日制定（47.4.1 施行）昭和 54 年 5 月 25 日改正（54.4.1 施行） 

昭和 50 年 5 月 22 日制定（50.4.1 施行）昭和 62 年 5 月 26 日改正（62.4.1 施行） 

 

  

第１条 高知県経営者協会会則第５条に規定する会費および入会金に関しては、この規定の定める 

ところによる。 

 

第２条 会費は、会員各社、事務所の従業員数に応ずる従業員割と均等割の合算額とする。 

 

第３条 従業員割は、１口年額２４，０００円（ただし、県外会社出先事業所については、その８ 

割相当額とする）とし、別表の区分により負担するものとする。 

   ただし、営業種目、機構業態を勘定して常任理事会の議を経て適宜これを増減することが 

ある。 

 

第４条 均等割は年額６０，０００円とする。 

 

第５条 役員会社には前３条に定める会費のほか、役員会社賛助会費の別表の区分により、負担す 

るものとする。ただし、同一会社から複数の役員が就任している場合には、重複しないもの 

とする。 

 

第６条 団体会員の会費は、年額６０，０００円以上とし、別表の区分による格付けは常任理事会 

の議を経てこれを決定する。 

      個人会員および賛助会費の会費は、年額３０，０００円とする。 

 

第７条 会費は、毎年４月１日から９月３０日までを上期、１０月１日から翌年３月３１日までを 

下期とし、２期に分けてこれを徴収する。ただし、年額を一括納入しても差支えない。 

 

第８条 年度の中途で入会した場合の会費は、月割とする。 

 

第９条 入会金は５，０００とし、入会と同時に納付するものとする。 

 

第１０条 退会した会員の会費および入会金は、一切これを返還しない。 

 

 

【付則】 

第１条 この規定は、昭和６２年４月１日よりこれを施行する。 

 

 

 

 

 

 



【別表】 

会 費 基 準 

                                         (単位：円) 

級 従業員数 事業所区分 

年  額 

従業員割 
均等割金額 合 計 額 

口 数 金  額 

 １    10人未満 
県 内 0    - 60,000 60,000 

県 外 0    - 60,000 60,000 

 ２    50人未満 
県 内 1 24,000 60,000 84,000 

県 外 1 19,200 60,000 79,200 

 ３   100人未満 
県 内 2 48,000 60,000 108,000 

県 外 2 38,400 60,000 98,400 

 ４   200人未満 
県 内 4 96,000 60,000 156,000 

県 外 4 76,800 60,000 136,800 

 ５  300人未満 
県 内 6 144,000 60,000 204,000 

県 外 6 115,200 60,000 175,200 

 ６   400人未満 
県 内 8 192,000 60,000 252,000 

県 外 8 153,600 60,000 213,600 

 ７  500人未満 
県 内 10 240,000 60,000 300,000 

県 外 10 192,000 60,000 252,000 

 ８   600人未満 
県 内 12 288,000 60,000 348,000 

県 外 12 230,400 60,000 290,400 

 ９   700人未満 
県 内 14 336,000 60,000 396,000 

県 外 14 268,800 60,000 328,800 

10   800人未満 
県 内 16 384,000 60,000 444,000 

県 外 16 307,200 60,000 367,200 

11   900人未満 
県 内 18 432,000 60,000 492,000 

県 外 18 345,600 60,000 405,600 

12 1000人未満 
県 内 20 480,000 60,000 540,000 

県 外 20 384,000 60,000 444,000 

13 1300人未満 
県 内 22 528,000 60,000 588,000 

県 外 22 422,400 60,000 482,400 

14 1500人未満 
県 内 24 576,000 60,000 636,000 

県 外 24 460,800 60,000 520,800 

15 1500人以上 
県 内 26 624,000 60,000 684,000 

県 外 26 499,200 60,000 559,200 

役員会社賛助会員 区 分 
会長・副会長 50,000 

常任理事・理事・監事 20,000 

団 体 会 員 区 分 

      Ａ 60,000 

      Ｂ 80,000 

      Ｃ 120,000 

      Ｄ 180,000  

入  会  金 5,000 

 


